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   市 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 制 定 に つ い て  

 

 

 市 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 別 記 の と お り 制 定 す る 。  

 

 

 

 

 

   令 和 ３ 年 ６ 月 ７ 日 提 出  
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  理  由  

 地 方 税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 ３ 年 法 律 第 ７ 号 ） の 施 行

に 伴 う ほ か ， 収 益 事 業 を 行 わ な い 公 益 社 団 法 人 等 に 係 る 法 人 市 民 税

の 均 等 割 の 軽 減 措 置 に つ い て ， 減 免 か ら 課 税 免 除 に 変 更 す る た め 。  
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市 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 ３ 年 伊 丹 市 条 例 第    

  号 ）  

 市 税 条 例 （ 昭 和 ２ ９ 年 条 例 第 ３ １ ６ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。  

 第 ２ ４ 条 第 ２ 項 中 「 及 び 扶 養 親 族 」 の 右 に 「 （ 年 齢 １ ６ 歳 未 満 の

者 及 び 控 除 対 象 扶 養 親 族 に 限 る 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） 」 を

加 え る 。  

第 ２ ４ 条 の 次 に 次 の １ 条 を 加 え る 。  

（ 法 人 の 市 民 税 の 課 税 免 除 ）  

第 ２ ４ 条 の ２  次 に 掲 げ る 者 に 対 し て は 、 均 等 割 を 課 さ な い 。 た だ

し 、 こ れ ら の 者 が 収 益 事 業 を 行 う 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

⑴  公 益 社 団 法 人 及 び 公 益 財 団 法 人 の 認 定 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成

１ ８ 年 法 律 第 ４ ９ 号 ） 第 ２ 条 に 規 定 す る 公 益 社 団 法 人 及 び 公 益

財 団 法 人  

⑵  特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 （ 平 成 １ ０ 年 法 律 第 ７ 号 ） 第 ２ 条 第 ２

項 に 規 定 す る 特 定 非 営 利 活 動 法 人  

⑶  地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 ２ ６ ０ 条 の ２ 第 ７

項 に 規 定 す る 認 可 地 縁 団 体  

第 ３ ４ 条 の ６ 第 １ 項 第 ４ 号 中 「 （ 平 成 １ ０ 年 法 律 第 ７ 号 ） 」 を 削

る 。  

第 ３ ６ 条 の ３ の ３ 第 １ 項 中 「 控 除 対 象 扶 養 親 族 を 除 く 」 を 「 年 齢

１ ６ 歳 未 満 の 者 に 限 る 」 に 改 め る 。  

第 ５ １ 条 第 １ 項 中 第 ４ 号 を 削 り ， 第 ５ 号 を 第 ４ 号 と す る 。  

 附 則 第 ５ 条 第 １ 項 中 「 及 び 扶 養 親 族 」 の 右 に 「 （ 年 齢 １ ６ 歳 未 満

の 者 及 び 控 除 対 象 扶 養 親 族 に 限 る 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） 」

を 加 え る 。  

 附 則 第 ６ 条 中 「 令 和 ４ 年 度 」 を 「 令 和 ９ 年 度 」 に 改 め る 。  

 附 則 第 １ ０ 条 の ２ 中 第 ２ ４ 項 を 第 ２ ５ 項 と し ， 第 ２ ３ 項 を 第 ２ ４

項 と し ， 第 ２ ２ 項 の 次 に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

２ ３  法 附 則 第 １ ５ 条 第 ４ ６ 項 に 規 定 す る 条 例 で 定 め る 割 合 は 、 ３
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分 の １ と す る 。  

 附 則 第 ２ ２ 条 の ５ に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

２  所 得 割 の 納 税 義 務 者 が 前 年 分 の 所 得 税 に つ き 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル

ス 感 染 症 特 例 法 第 ６ 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け た 場 合 に お

け る 附 則 第 ７ 条 の ３ の ２ 第 １ 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中

「 令 和 １ ５ 年 度 」 と あ る の は 「 令 和 １ ７ 年 度 」 と 、 「 令 和 ３ 年 」

と あ る の は 「 令 和 ４ 年 」 と す る 。  

付  則  

（ 施 行 期 日 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は ， 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し ， 次 の 各 号 に

掲 げ る 規 定 は ， 当 該 各 号 に 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。  

 ⑴  附 則 第 ６ 条 の 改 正 規 定  令 和 ４ 年 １ 月 １ 日  

 ⑵  第 ２ ４ 条 第 ２ 項 及 び 第 ３ ６ 条 の ３ の ３ 第 １ 項 の 改 正 規 定 並 び

に 附 則 第 ５ 条 第 １ 項 の 改 正 規 定 並 び に 次 条 の 規 定  令 和 ６ 年 １

月 １ 日  

⑶  附 則 第 １ ０ 条 の ２ の 改 正 規 定  特 定 都 市 河 川 浸 水 被 害 対 策 法

等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 ３ 年 法 律 第 ３ １ 号 ） の 施 行 の 日  

（ 市 民 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

第 ２ 条  こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 市 税 条 例 （ 以 下 「 新 条 例 」 と い う 。 ）

第 ２ ４ 条 第 ２ 項 及 び 第 ３ ６ 条 の ３ の ３ 第 １ 項 並 び に 附 則 第 ５ 条 第  

１ 項 の 規 定 は ， 令 和 ６ 年 度 以 後 の 年 度 分 の 個 人 の 市 民 税 に つ い て  

適 用 し ， 令 和 ５ 年 度 分 ま で の 個 人 の 市 民 税 に つ い て は ， な お 従 前  

の 例 に よ る 。  

第 ３ 条  新 条 例 第 ２ ４ 条 の ２ の 規 定 は ， こ の 条 例 の 施 行 の 日 以 後 に

法 定 納 期 限 が 到 来 す る 法 人 の 市 民 税 に つ い て 適 用 す る 。  
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